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第4 r不確かさの考慮」が原発の耐震設計では必要となること一一一一一 38

1 不確かさを考慮しなければならない理由

(1) 地震の科学には限界があること

(2) 地震学の現状
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(3) 不確かさを安全側に十分に大きく考慮することが必須である_42
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